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【重要】  
迷惑メール（なりすましメール）に関するお詫びと注意喚起 

 

 

この度、組合職員を装った不審なメール、いわゆる「なりすましメール」

が発信されている事実を確認いたしました。当該メールを受信された皆様

には多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 

 

販売店による原因調査中でありますが、組合事務局が送信したものでは

ございません。 

 

組合事務局職員を装ったメールで「内容に心当たりがない」「怪しい」

「業務に無関係」などのメールを受信された場合は、ウイルス感染のリス

クが高いため、メールの開封、添付ファイルの参照、或いはメール本文中

の URL のクリック等を行うことなく削除していただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

組合におきましては、不正アクセスの防止など情報セキュリティには十

分注意しておりますが、引き続き対策を強化して参りますので、ご理解と

ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

謹 言 


